
事 前 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 治山事業（予防治山事業） 

地 区 名 新城市
しんしろし

富岡
とみおか

字
あざ

東足
ひがしあし

柿
がき

事業箇所 新城市
しんしろし

富岡
とみおか

字
あざ

東足
ひがしあし

柿
がき

 地内 

事業の 

あらまし 

渓岸侵食による不安定土砂の堆積及び流出が多くみられ、山地災害の危険性が高い。そのため、地

元からの要望と荒廃現況を勘案して谷止工、床固工を計画した。 

事業目標 
【達成（主要）目標】 

谷止工及び床固工各１個を設置し、荒廃山地渓流の保全を図る。 

事 業 費 
事業費 内訳 

２７百万円 ■工事費 ２７百万円 

事業期間 採択予定年度 2019年度 着工予定年度 2020年度 完成予定年度 2020年度 

事業内容 
谷止工１個、床固工１個 

Ⅱ 評価 

①
事
業
の
必
要
性

1) 必要性 水路および枡の浚渫や、作業道等の修繕等は地域で実施してきているが、更に下流には東名

高速道路や豊川用水路が横切っており、山地災害が発生・拡大した際には広範囲な影響も懸念

されることから、治山事業による荒廃渓流の整備が強く望まれている。 

また、「費用便益分析マニュアル」に基づき算定したＢ/Ｃは 10.6 で 1.0を越えており、効果

が期待できる。 

判定 

Ａ 
A： 現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 

B： 現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。 

【理由】 

 山地災害の未然防止を図る上で、当該地域における事業実施が必要であるため。 

②
事
業
の
実
効
性

1) 事業計画
 2020 

工種

区分

調査・設計  

工事  

・谷止工、床固工

事業費(百万円) ２７  

2) 地元の合
意形成 

地元財産区の所有地での事業であり、地元区長を通じて所有者の要望を基に計画されている。

内容も地元説明会を経て了解が取れている。 

判定 

Ａ 
A： 事業計画の実効性が期待できる。 

B： 事業計画の実効性が期待できない。 

【理由】 

 事業計画に無理は無く、地元からの強い要望でもあるため、その実効性は期待できる。 

Ⅲ 対応方針 

事業実施が妥

当である。 

事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてＡ判定であるもの。 

事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。 

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容 

■対象（事業完了後５年目） □対象外  

【事業完了後５年を越えて実施する理由・対象外の理由】 

【主な評価内容】 

谷止工及び床固工周辺の渓流の状況から事業効果を評価する。 

（別紙４）


